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平成 31 年 ４ 月 18 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２９ 　号）

　　　　人事委員会
○一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を

　改正する規則 １

　
一 般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
平 成三十一年四月十八日

石 川 県 人 事 委 員 会
　

石 川県人事委員会規則第六号

　 　　
一 般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を改正する規則

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 する。

　
別 表 第 四 の ２ の 項 第 一 号 ⑴ 中 「卒業 」 の 次 に 「又は専門職大学の修業年限３年の前期課程の修了 」 を 加 え 、同 項 第

二 号⑴中「卒業 」 の次に「又は専門職大学の修業年限２年の前期課程の修了 」 を加える。

　
別 表第十知事の事務部局の部高松病院の項中

「

医 事 課 長

五 種

」
を

科
　 　　
長

医
　 　　
長

副
　
部
　
長

課
　
参
　
事

「

医 事 課 長

五 種 に 改める。

科
　 　　
長

医
　 　　
長

副
　
部
　
長

課
　
参
　
事

デ イケアセンター次長 

」

　 　　
附
　
則

　
こ の規則は、公 布の日から施行し、改 正後の別表第四及び別表第十の規定は、平 成三十一年四月一日から適用する。
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